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所有者不明農地の解消の取組事例　上越市清里区 令和7年度所有者不明農地対策事業

【農業委員会の取組内容、農業会議の支援内容】

取組み内容
・8月、9月、10月、12月、2月の計 5回の検討会を開催し、①所有者の妻・
子の相続放棄の確認、②利用権の終期を迎えたＡについては所有者不明農地
制度の活用による貸付の手続きを行った。③利用権の期間が残るＢ、Ｃにつ
いては耕作の継続と上記制度の活用の意思確認を行った。

司法書士からの支援
・上越市在住の司法書士に支援を依頼し次のことに指導・助言を得た。①相
続人の探索の取り組み、②相続放棄の確認方法、③所有者死亡後の賃借料の
支払いに関する供託方法ついて、④相続放棄された農地について所有権移転
のために「所有者不明土地建物管理人制度」の活用について、等々

解消の成果
・Ａは 4 筆 0.42ha を知事裁定による利用権設定の手続きを行っており５月
には耕作開始が可能。
・Ｂは利用権終期後に3.08ha について所有者不明農地制度を活用する意向。
・Ｃは賃借料供託による耕作継続するも、所有者不明農地制度の活用につい
ても引き続き農業委員会と相談（0.85ha）

課題
・貸借の関係は上記の通り成果を得たものの、相続登記には相続放棄した配
偶者と子以外の相続人（被相続人の兄弟）の探索と遺産分割協議（代襲相
続の確認）が必要となるため、所有者不明農地制度を繰り返す必要がある（本
県の場合は5年）。

【当該地域の所有者不明農地の概要】

当該農地の概要

筆数や面積 所有者1名、129 筆、49,739 ㎡

　所有者が死亡し、配偶者と子が相続放棄した
相続未登記の農地 4.3 ㌶を、現在法人（Ａ）、
法人（Ｂ）、個人（Ｃ）の3経営体が耕作している。
Ａは令和 7 年 3 月 9 日で利用権の終期を迎え
たが、継続して耕作を希望している。Ｂは令和
12年に、Ｃは令和10 年に終期を迎える。

【簡潔な取り組み実績スケジュール】
配偶者・子の相続放棄の確認 8～10月

農業委員会の告示 10月

農地バンクに通知 12月

新潟県告示 1月

知事裁定 3月

　司法書士から今後の所有権移転を念頭に置いた代襲相続についての解説もいた
だいた。
　該当の農地は右の写真のように1筆の面積が小さく、用水も恵まれていないもの
の、採種圃として大切な農地である。
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所有者不明農地の解消の取組事例　長岡市黒条地区 令和7年度所有者不明農地対策事業

【農業委員会の取組内容、農業会議の支援内容】

取組み内容
・8 月、9 月、10 月、12 月の 4 回の検討会を開催し、①必要な資料と探索
方法を検討、②農業委員会が公用請求した戸籍等から相続関係図の作成、③
判明した相続人のうち被相続人と同一住所の者などに対して「農地の所有
権移転登記　(相続登記 )のお願い」の文書を送付した。

司法書士からの支援
・長岡市在住の司法書士に支援を依頼し、次のことについて指導・助言を受
けた
①探索の取り組み、②作成した家系図の確認、③相続人への相続登記依頼文書
の添削

解消の成果
・探索中に相続登記が判明した１人１筆９８㎡を除き、所有者６人の相続人
各１人（所有者と同じ住所地等）に対して上記の文書を送付したが、相続
登記には至っていない。
  なお、相続登記のお願い文書を受け取った相続人の 1 人から既に相続放棄
を行った旨の報告を受けた。

課題（検討会での意見）
・相続人を探索し相続関係図を作成した結果、それぞれ複雑な家庭事情（先
妻の子、養子縁組、現住所不明）のため、相続登記が行われてなく、解消
には時間を要することを認識した。
・農業委員会が相続人を指導する権限が明らかでなく、担い手が特定されて
いない場合、相続関係図策定後の解消に向けた取り組みが円滑に行えない。

【当該地域の所有者不明農地の概要】

当該農地の概要

筆数や面積 所有者数 7人、12筆　農地面積計 0.47ha

　相続未登記の農地が散見され、農地集積の支
障となっている。今後基盤整備が検討されてい
る地区もあることから可能な限り早く相続登記
に結びつけたい。

【簡潔な取り組み実績スケジュール】
探索 (戸籍等の収集・情報整理 ) 8～10月

相続関係図の作成、連絡先の検討 10月

相続登記のお願い文書の送付 12月

相続登記の働きかけ、司法書士の紹介 1月

　現地での写真、eMAFF 農地ナビからも一筆の農地が不整形で狭小であることが
分かる。農地基盤整備に向け相続未登記を解消したいが・・・。
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所有者不明農地の解消の取組事例　新潟市西蒲区三方地区 令和7年度所有者不明農地対策事業

【農業委員会の取組内容、農業会議の支援内容】

取組み内容
・8 月、9 月、10 月、2 月の計 4 回の検討会を開催した。出席者の構成は
司法書士、農業委員会、農業会議に加え、ほ場整備事業が関係するため県
地域振興局、土地改良区、県土地改良連が出席した。
・土地改良区と農業委員会で相続関係図を作成し相続登記を促した。
・相続が困難な場合は機構関連型ほ場整備事業の採択要件である 15 年以上
の中間管理権設定のため、相続人が一人でも判明している制度活用を目指
した。

司法書士からの支援
・新潟市在住の司法書士に支援を依頼し、次のことについて指導・助言を受
けた。
①探索の取り組み、②作成した相続関係図の確認、③所有者不明土地建物管理
人制度の適用について

解消の成果
・所有者 8 名のうち、7 名について相続登記済みまたは過半の同意による農
地バンクへ20年の利用権設定を行った。解消面積は2.8ha（地区全体では、
303件、1,891,462 ㎡の権利設定）
・令和 8 年 2 月 17 日に県営三方地区区画整理（農地中間管理機構関連型）
の概要公告を縦覧

課題
・残り1名の登記等に向け継続した取り組みが必要
・新潟市では他地区においてもほ場整備予定があり、同様な取り組みを行う
必要がある

【当該地域の所有者不明農地の概要】

当該農地の概要

筆数や面積 所有者 8名、45筆、3.53ha

　機構関連事業型ほ場整備事業予定地（190
㌶）に存在する相続未登記農地が、事業実施に
影響が出る恐れがあるため、早急に当該所有者
不明農地の解消が必要。

【簡潔な取り組み実績スケジュール】
相続人の探索、相続関係説明図の作成 8月

相続登記、または過半の同意による利用権設定への誘導 8～10月

農地バンクへの利用権設定 8～1月

区画整理事業の概要公告を縦覧 2月

　司法書士、県地域振興局、県土地改良連、西蒲原土地改良区、農業委員会、農
業会議から 15 名前後が集まり、相続関係図を見ながら相続登記、中間管理権の
設定に向けた対応を協議。相続人が 4 世代にわたる事例もあり、相続登記が困難
な状況であるが、本換地までには整理したい。
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